
別紙２

新庄文化会館自主事業イベント業務に係る審査実施要領

（１）選考方法
選考は、新庄文化会館自主事業イベント業務に係る事業者選定委員会（以下、「委員会」

という。）において書類審査を実施し、合計得点の高い者から順に受託候補者及び次点候
補者を選考する。

（２）審査基準＜100点満点＞
審査は、以下の①②③により審査等を行う。

①業務実績＜10点満点＞
対象 ：【様式４】受注実績調書
評価方法：（事務局審査）過去５年以内に、収容人数５００名以上の会場で地方自治体

主催の芸能等の各種イベント業務に係る実績があるか。

②価格点＜20点満点＞
対象 ：見積書（任意様式）

芸能人等に係る出演料、芸能人派遣に係る旅費及び食事、楽器等・機材に係
る費用及びその搬入費、打ち合わせ費用等、仕様書に記載する本業務に必要
となる全ての費用（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

評価方法：（事務局審査）下記により計算する。
・最低見積価格者の得点は20点とする。
・その他の者は下記の計算結果に応じた得点（小数点以下四捨五入）とする。
「価格点＝20点×（最低見積価格※1／見積価格※2）」
※1：全提案者中最も低い見積価格
※2：当該提案者の見積価格

③提案内容＜70点満点＞
対象 ：企画提案書
評価方法：審査会において、各審査員（1人につき70点満点・5名）が各項目を審査評価

し、その平均点（小数点第3位を四捨五入）を得点とする。評価基準は、以下
のとおりとする。

評 価 基 準 配点
実績数が 10 件以上 １0点
実績数が 7件以上 9件以下 6点
実績数が 4件以上 6件以下 3点
実績数が 1件以上 3件以下 1点



（３）受託候補者選定に関する特記事項
①最低基準点
・合計点の満点（100点）の6割（60点）を最低基準点とし、最高得点者が最低基準点に満
たない場合は、受託候補者を選定しない。

②参加者が１者となった場合の取り扱い
・参加者が１者となった場合でも最低基準点を満たした場合は、当該参加者を受託候補者
に決定し、その旨を通知する。

③最高点で同点の者が２者以上の場合の取り扱い
・くじ引きにより、受託候補者及び次点候補者を選定する。

区分 審査項目 評価基準 配点
1 基本方針 業務の目的を理解した提案になっているか。 10点
2

イベント
内 容

企画書は分かりやすく、内容が適切か。 10点

3
芸能等に関して、幅広い年代に知名度があり集客力及
び話題性に富んでいるか。

50点


